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はじめに 

現「世田谷区雨水流出抑制施設技術指針」は、世田谷区流域治水対策推進計画（当時）

において、流出抑制対策として設置する貯留施設及び浸透施設の計画・設計・施工並びに

維持管理に関わる一般原則を示したものであり、平成8年に初版を作成しました。 

平成19年８月に策定された「東京都豪雨対策基本方針」を受け、区では平成21年10月

に「世田谷区豪雨対策基本方針」、平成23年3月に「世田谷区豪雨対策行動計画」、また、

平成22年７月に「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」を策定し、貯留・

浸透施設の設置（流域対策）を推進・促進しています。 

また、世田谷区ではグリーンインフラの考えを「世田谷区みどりの基本計画」、「世田

谷区豪雨対策行動計画」や「世田谷区環境基本計画」等に取り入れ、みどりの保全

や豪雨対策などを推進・促進しています。 

この度、公益社団法人雨水貯留浸透技術協会のご協力のもと、従来の貯留浸透施設に

加え、より一層グリーンインフラの考えを取り入れた浸透施設を３施設追加し、「流域対策」

の強化（雨水貯留浸透施設、グリーンインフラの推進・促進）を図るべく、改定を行いまし

た。 
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第1章 総則 

1.1 目的と適用範囲 
世田谷区雨水流出抑制施設技術指針（以下「本指針」という。）は、区内における豪雨

対策の４つの具体的な取組みの１つである「流域対策」の強化（雨水貯留浸透施設、グリ

ーンインフラの推進・促進）のために、雨水の流出抑制を目的とした貯留施設・浸透施設

の計画・設計・施工及び維持管理に関する一般原則を示すものである。本指針の適用範

囲は、区内で設置される貯留施設・浸透施設及び緑地等の浸透域とする。 

（解説） 

本技術指針は、「世田谷区豪雨対策基本方針」や「世田谷区豪雨対策行動計画」等に

示した「流域対策」を推進・促進するため、貯留施設・浸透施設及び緑地の浸透域の設置

に関わる計画・設計・施工及び維持管理についての一般原則を示すものである。 

本技術指針は、図 1.1に示す雨水流出抑制施設のうち、オンサイト施設を対象とする。 

【貯留、浸透施設】
（表1.1参照）

本技術指針が対象とする施設

芝地・植栽等

雨
水
流
出
抑
制
施
設

調節（整）池

校庭・運動場貯留
公園・緑地貯留
駐車場貯留
棟間貯留

貯留施設
広場貯留
地下貯留
屋上貯留

緑溝
雨庭
雨花壇

道路浸透ます

浸透側溝
透水性舗装
透水性平板舗装

オフサイト施設

浸透施設

浸透ます
浸透トレンチ

オンサイト施設
空隙貯留浸透施設

遊水地

 

図 1.1 雨水流出抑制施設の分類 

なお、図 1.1 のうち、貯留施設（雨水利用を行うものに限る）および浸透施設を

「グリーンインフラ施設」という。 

 

 
 
 

出典：「世田谷区豪雨対策行動計画」（改定）（令和 4年 3月 世田谷区） 

【世田谷区豪雨対策行動計画におけるグリーンインフラの位置づけ】 

「みどりやみずなどの自然（グリーン）の持つさまざまな機能を積極的かつ有

効に活用することで、雨水の貯留・浸透、流出抑制、水質浄化、利活用、地下水

涵養を行う都市基盤（インフラ）や考え方。」 
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1.2 用語の定義 

本指針で用いる用語を次のように定義する。 

(1)オフサイト施設とオンサイト施設 

① オフサイト施設（おふさいとしせつ） 

河川、下水道、水路等によって雨水を集水し、調節池等に貯留し、雨水の流出を抑

制する施設をいう。 

② オンサイト施設（おんさいとしせつ） 

雨水の移動を最小限におさえ、降ったその場所で貯留もしくは浸透させて、雨水の

流出を抑制する施設をいう。 

 

（２）貯留施設 

① 貯留施設（ちょりゅうしせつ） 

公園、校庭、集合住宅の棟間等の空地を、本来の土地利用機能を損なうことがな

いよう、比較的浅い水深の雨水を一時的に貯留することにより、雨水の流出抑制を図

る施設をいう。建築物の地下を利用し、設置する貯留槽も含む。 

また、小規模なタンク等を設置する、各戸貯留施設も普及している。 

② 校庭・運動場貯留（こうてい・うんどうじょうちょりゅう） 

校庭・運動場の全部、又は一部を利用して設ける貯留施設をいう。 

③ 公園・緑地貯留（こうえん・りょくちちょりゅう） 

公園の広場、緑地、池等の空地に設ける、又は利用した貯留施設をいう。 

④ 駐車場貯留（ちゅうしゃじょうちょりゅう） 

屋外駐車場における貯留施設をいう。 

⑤ 棟間貯留（とうかんちょりゅう） 

集合住宅の棟間の芝地等に設ける、又は利用した貯留施設をいう。 

⑥ 地下貯留（ちかちょりゅう） 

地下に貯留槽を設けて上部空間の有効利用を図る施設をいう。 

⑦ 屋上貯留（おくじょうちょりゅう） 

学校、集合住宅等の屋上に設ける貯留施設をいう。 

 

（３）浸透施設 

① 空隙貯留浸透施設（くうげきちょりゅうしんとうしせつ） 

地下の砕石層などへ雨水を導き、側面及び底面の地中へ浸透させる施設をいう。

砕石内などに貯留槽を設けて雨水の有効活用を行う場合もある。 

② 浸透施設（しんとうしせつ） 

地表あるいは、地下の浅い所から雨水を地中へ分散、浸透させる施設をいう。この

ような浸透施設には構造の違いにより、浸透ます、浸透トレンチ、道路浸透ます、透水

性舗装などがある。 

③ 浸透トレンチ（しんとうとれんち） 

ます類と連結した透水性の管（有孔管、多孔管等をいう）を敷設し、雨水を導きトレ

ンチ内の充填砕石の側面及び底面から地中へ浸透させる施設をいう。 

④ 浸透ます（しんとうます） 
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透水ますの周辺等を砕石で充填し、集水した雨水を地中へ浸透させるますをいう。 

⑤ 道路浸透ます（どうろしんとうます） 

道路排水を対象にした浸透ますをいう。 

⑥ 浸透側溝（しんとうそっこう） 

側溝の周辺を砕石で充填し、この中に透水性の側溝を設置し、集水した雨水を地

中に帯状に分散させる側溝類をいう。 

⑦ 透水性舗装（とうすいせいほそう） 

舗装体を通じて雨水を直接路床へ浸透させ、地中に還元する機能をもつ舗装をい

う。（施設は浸透施設であるが、本指針では貯留量として評価を行う。） 

⑧ 透水性平板舗装（とうすいせいへいばんほそう） 

浸透原理は透水性舗装と同じである。透水性のコンクリート平板及び目地を通して

雨水を地中に浸透させる機能をもつ舗装をいう。透水性のインターロッキングブロッ

ク舗装も含む。（施設は浸透施設であるが、本指針では貯留量として評価を行う。） 

 ⑨  芝地・植栽（しばち・しょくさい） 

裸地部分に地被植物や樹木を植えることで表層の浸透能力の維持や向上の効果

が期待できる。 

  ⑩  緑溝（りょっこう） 

溝状に掘削した部分を砕石等で置換することにより、 雨水を貯留させながら地中

へ分散、浸透させる施設をいう。 

  ⑪  雨庭（あめにわ） 

地盤部を砕石等で置換することにより、雨水を貯留させながら地中へ分散、浸

透させる施設をいう。地表部まで露出させた砕石等層の周囲に植栽を配置する

「周囲植栽型」および砕石等層の上に客土層を設け植栽を配置する「覆土植栽型」

などがある。植栽することで表層の浸透能力の維持や向上などの効果が期待でき

る。また、公園や広場、敷地面積の広い公共・民間施設などにおける大規模な雨

庭を「レインガーデン」と呼ぶこともある。 

⑫  雨花壇（あめかだん） 

花壇の基礎部を砕石等で置換することにより、雨水を貯留させながら地中へ分

散、浸透させる施設をいう。 

 

(４) 計画規模 

① 必要対策量（ひつようたいさくりょう） 

雨水の流出抑制のため、対象とする敷地又は開発面積において確保すべき貯留

量（浸透量）。対策目標とする計画降雨規模に対する、現在あるいは計画上の洪水施

設能力（河川、下水道の排水能力等）との対比から必要とする抑制量を決定する。 

② 単位対策量（たんいたいさくりょう） 

対象とする敷地又は開発面積の単位面積当たり確保すべき貯留量（単位：㎥/ha）

もしくは浸透量。（単位：mm/hr 又は㎥/箇所・hr） 
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1.３ 貯留・浸透施設の種類と概要 

本指針が対象とする貯留・浸透施設の種類と概要を表 1.1 (1)～(５)に示す。 

表 1.1 (1) 貯留・浸透施設の種類と概要 

 

 

オンサイト施設 施設名 概要図 

貯留施設 

学校貯留 

公園貯留 

 

棟間貯留 

 

地下貯留 

 

現地面

掘り下げ面 ます

雨水管 側溝

Ａ棟 Ｂ棟

進
入
路

HWL

下水道管 

屋根

た
て
樋

オーバーフロー

公マス

雨どい  

ます 

ＧＬ ∇ 
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表 1.1(2)  貯留・浸透施設の種類と概要 

 

 

オンサイト施設 施設名 概要図 

浸透施設 

浸透ます 

 

道路浸透ます 

 
 
 
 
 

浸透トレンチ 

 

500

380

500

500

異形甲

コンクリート側塊

透水シート

透水性側塊

単粒度砕石（Ｓ－３０）

しゃ断層用砂

遮水（防水）
シート

底塊リング

異形甲 

Ｗ 
ＧＬ ∇ 

Ｗ×Ｌ 
ＧＬ ∇ 

Ｌ 
ＧＬ ∇ 
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150～250 

 

表 1.1(3)  貯留・浸透施設の種類と概要 

 

オンサイト施設 施設名 概要図 

浸透施設 

浸透側溝 

 

透水性舗装 

 
 
 
 
 

緑溝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

540～600

240～300

鉄筋コンクリート蓋
または特Ｌ

コンクリート（ＢＢ182Ｂ）

単粒度砕石

しゃ断層用砂

透水シート

浸透Ｕ形溝
ポーラスまたは有孔コンクリート

40 

50 
50 

100 

砕石等層高

h 透水シート

ＧＬ ▽

断面図

施設幅

（砕石等層幅）

w

の流入
集水等
屋根

（砕石等）
導水層

砕石等

l=1.0m

平面図

施設幅

（砕石等層幅）

w

（砕石等）
導水層

の流入
集水等
屋根



第 1章 総則 

 - 7 -

 

表 1.1(4)  貯留・浸透施設の種類と概要 

オンサイト施設 施設名 概要図 

浸透施設 雨庭 

 
周囲植栽型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
覆土植栽型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の流入
集水等
屋根

ＧＬ ▽

断面図

砕石層高

h

単粒度砕石

透水シート

施設幅（砕石層幅）w

砕石等透水シート

平面図

施設幅(砕石等層幅)w

施設幅

（砕石等層幅）

w

の流入
集水等
屋根

砕石等層高

h

客土層

ＧＬ ▽

（砕石等）

断面図

砕石等

透水シート

施設幅（砕石等層幅）w

導水層

（砕石等）幅

w'

導水層

の流入
集水等
屋根

施設幅（砕石等層幅）w

シート

施設幅

（砕石等層幅）

w

客土

導水層

（砕石等）幅

w'

の流入
集水等
屋根

平面図

透水
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表 1.1(５)  貯留・浸透施設の種類と概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンサイト施設 施設名 概要図 

浸透施設 雨花壇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

砕石等層高

h

客土層

断面図

ＧＬ ▽

砕石等

透水シート

施設幅（砕石等層幅）w

の流入
集水等
屋根

導水層

（砕石等）幅

w'

（砕石等）
導水層

の流入
集水等
屋根

導水層

（砕石等）幅

w'

平面図

施設幅（砕石等層幅）w

施設幅

（砕石等層幅）

w

客土
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1.4 技術指針の構成 

技術指針の構成は図 1.2に示すとおりである。 

第１章　総則

　本指針の目的、適用範囲、貯留・浸透施
設の種類及び用語の定義を示している。

第２章　豪雨対策とは
　区が進める豪雨対策の内容について示し
ている。

第３章　計画

　貯留・浸透施設の設置フロー、貯留・浸
透施設の選択方法及び対策量の算定方法を
示している。

第４章　設計

　貯留・浸透施設の設計における一般事項
を示すとともに、貯留施設、浸透施設及び
排水施設の設計に関する内容を示してい
る。

第５章　施工

　貯留施設、浸透施設及び排水施設の施工
方法、施工管理について示している。

第６章　設計の具体例

第７章　管理
　貯留・浸透施設設置後の維持管理や安全
管理などについて示している。

　教育施設、公園、事務所、道路及び個人
住宅タイプ施設の設計手順、設置例を示し
ている。

1.1　目的と適用範囲
1.2　用語の定義
1.3　貯留・浸透施設の種類と概要
1.4　技術指針の構成

7.1　維持管理
7.2　安全管理

3.1　雨水流出抑制の概念
3.2　貯留・浸透施設の設置手順
3.3　貯留・浸透施設の選択
3.4　対策量の算定

4.1　一般事項
4.2　貯留施設の設計
4.3　浸透施設の設計
4.4　排水施設の設計

5.1　一般事項
5.2　施工管理（1）
5.3　施工管理（2）

6.1　教育施設の設計
6.2　公園の設計
6.3　事務所の設計
6.4　道路の設計
6.5　個人住宅タイプ施設の設計

 

図 1.2 技術指針の構成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2章 豪雨対策とは 
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第2章 豪雨対策とは 

豪雨対策とは、河川整備、下水道整備、流域対策に加えて、浸水被害に関する情報や災

害発生時の体制の整備などのハード対策・ソフト対策を含めた施策全般である。 

（解説） 

近年、局地的集中豪雨が増加傾向にある。（図２．１） これは、市街化や開発の進展及

び田畑・緑地の減少により保水・遊水機能が低下したことが原因の 1 つとして考えられる。

（図 2.２） このような浸水被害を防止するためには、さらなる河川整備、下水道整備を進

めるとともに、短時間で一挙に雨水が河川・下水道等に流出しないよう、流域対策（雨水

流出抑制）を図るなど、河川流域全体での総合的な豪雨対策が必要である。 

 
出典：東京都豪雨対策基本方針（改定）（令和５年１２月） 

図2.１ 都内の時間 50 ミリ以上の降雨発生率の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公益財団法人雨水貯留浸透技術協会 

「雨水貯留浸透施設の設置に対する支援措置のご紹介」（平成 19 年度版） 

図 2.２ 市街化による雨水流出量増大のイメージ 



第2章 豪雨対策とは 

 - 11 -

 

区では、「世田谷区豪雨対策基本方針」および「世田谷区豪雨対策行動計画」を策定し、

この中で、「３つの基本的な視点」と「４つの具体的な取組み」を掲げ、「河川・下水道整備」

を担う東京都（多摩川は国）と連携して豪雨対策を進めている。（図 2.３）（図 2.４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：世田谷区豪雨対策基本方針 

図2.３ ３つの基本的な視点と４つの具体的な取組み 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：世田谷区豪雨対策行動計画（改定） 

図 2.４ 豪雨対策のイメージ 

「避難方策」の強化

「家づくり・まちづくり対策」の促進

「流域対策」の強化

区内の各流域豪雨対策計画（改定）
の記載に一部加筆

「河川・下水道整備」
の推進
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第３章 計画 
 

 - 12 -

第３章 計画 

3.1 雨水流出抑制の概念 
雨水流出抑制は、流域から河川や下水道等への流出を抑制するものであり､貯留・浸透

施設の機能に応じた流出抑制効果の評価を行う。 

（解説） 

雨水流出抑制は、有効雨量の減少を図るもので、浸透施設はベースカットを、貯留施

設は主としてピークカットの機能を果たす。（図 3.1） 

放
流

降 雨

有効雨量

浸透施設流入

浸透施設流出

貯留施設流出

損
失

流
出

(

ベ
ー
ス
カ
ッ
ト)

浸
透

（ピ
ー
ク
カ
ッ
ト
）

貯
留

集水域

通常の下水道

浸透トレンチ

貯留
施設

r

r・ｆ

浸透施設
への流入

浸透施設
からの流出浸透

浸透施設
貯留

貯留施設
への流入

貯留施設
からの流出

貯留施設

浸透施設

貯留施設 浸透施設

 
図3.1 雨水貯留・浸透施設の水文モデル（概念図） 

ｒ：降雨強度 
ｆ：流出係数 
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3.2 貯留・浸透施設の設置手順 
3.2 に示す貯留・浸透施設の設置フローに従い、施設の設置を行う。 

計画立案

基本事項の確認

施設の施工等

施設の設計

2．浸透型か貯留型あるいはそれらの併用とするか
　・貯留、浸透施設の選択はP14等を参照
　・地盤、地質、地形、地下水の状況データ、建築面積、建築物の用途、構造、緑地の状況
　・設置費用、維持管理費用等の経済比較
　・放流先の下水道、河川等の状況を中心に施設の配置等を検討する

3．下水道、河川等への放流受け入れ能力の確認
　・下水道管理者や河川管理者等と別途協議が必要な場合は、適宜行う

2．貯留・浸透施設（芝地・植栽等を除く）の設計（各施設の能力については、本技術指針の「4.1」
を参照）
　・貯留施設・・・・・貯留池、貯留槽の設計
　・浸透トレンチ・・・1ｍ当たりの浸透量を参考とする（P37）
　・浸透ます・・・・・1個当たりの浸透量を参考とする（P38）
　・透水性舗装・・・・1㎡当たりの浸透量を参考とする（P68）
　・緑溝・・・・・・・1ｍ当たりの浸透量を参考とする（P40）
　・雨庭・・・・・・・1個当たりの浸透量を参考とする（P41～P42）
　・雨花壇・・・・・・1個当たりの浸透量を参考とする（P43）

3．緑地等の対策量及び貯留・浸透施設の能力≧必要対策量
　・ＮＧとなった場合は再度緑地等、貯留・浸透施設の設計

4．排水施設の設計
　・本技術指針の「4.4」を参照

5．排水量≦排水先下水道、河川等の排水能力（ＮＧとなった場合は、再度排水施設の設計）
　・必要に応じ、雨水流出抑制担当、下水道管理者、河川管理者等の確認を受ける

1．対象施設の確認
　・公共施設（国、都、区、機構等）
　・公園
　・道路（国、都、区）
　・鉄道事業者及び高速道路事業者の管理施設

・大規模民間施設
・小規模民間施設（建築確認を要するもの）
・私道

2．対象行為の確認
　・新築、改築、増築を行う施設
　・新設、改修を行う施設
　・雨水排水系統の大規模な改修時
　・都市計画法第4条12項に規定する開発行為に該当する施設
　・世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例に該当する施設
  ・その他、治水対策上設置が必要な施設

1．必要対策量の把握
　・世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱
　・世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例

1．緑地等の設計
　・芝地・植栽等の緑地の設置

6．施設設計内容の確認

　施工、完了報告
　・区の雨水流出抑制担当へ報告、届出、現地確認を実施（必要に応じ）  

図3.2 貯留・浸透施設の設置フロー 
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「雨水流出抑制施設選択図」、世田谷区土砂災害ハザードマップ及

び、東京都の「大規模盛土造成地マップ（世田谷区）」を参考として、

浸透対策に適した地域であるか確認する。 

※ 地下水位と浸透施設の底面との距離が0.5ｍ以上あれば、浸透効果が期待できる。 

低地・傾斜地 等 

※地下水位と浸透施設の底面との距離が 0.5m 以上あれば、浸透効果が期待できる。 

 （公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 増補改訂雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編より） 

 

3.3 貯留・浸透施設の選択 

貯留・浸透施設の選択は、「雨水流出抑制施設選択図」、世田谷区土砂災害ハザードマ

ップ、東京都の「大規模盛土造成地マップ（世田谷区）」（東京都都市整備局HP参照）等を

参考として、設置場所の地形並びに土地利用をもとに決定する。 

（解説） 

浸透施設は、表層地盤の透水性、地下水位、地形（台地、低地、傾斜地）などの条件を

総合的に判断して、浸透に適した場所に設置する。また、浸透施設の浸透効果は、地盤の

飽和透水係数や地下水位に影響されるので現地調査を通して把握する。浸透効果が期

待できない場合は貯留施設を設置する。 

貯留・浸透施設の選択フローを図3.3、雨水流出抑制施設選択図を図3.4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.3 貯留・浸透施設の選択フロー 
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図3.4 雨水流出抑制施設選択図 

 

その他「世田谷区土砂災害ハザードマップ」及び 

東京都の「大規模盛土造成地マップ（世田谷区）」（※東京都都市整備局 HP参照）を参考とする。 
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3.4 対策量の算定 

3.4.1 必要対策量 

必要対策量は、対象となる敷地又は開発区域の面積に単位対策量を乗じたものとす

る。 

必要対策量（m3）＝対象となる敷地又は開発区域の面積（ha）×単位対策量（m3/ha） 

 
【単位対策量】 

単位対策量は、「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」で示されてい

る値を用いる。（表3.1） 

流域対策推進地区は「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱施行細

目」によること。 

 

表3.1 区内の施設別単位対策量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目黒川エリア
北沢川エリア
烏山川エリア
蛇崩川エリア
神田川エリア
立会川エリア

   谷沢川エリア
   丸子川エリア
　    野川エリア
　  　仙川エリア
　    呑川エリア
九品仏川エリア
　 多摩川エリア

【流域対策推進地区】
 用賀３、４丁目・上用賀地区
　　　　 　鎌田１、２丁目地区
　　　　　　　　　上馬・弦巻地区
　　　　　　　 中町・上野毛地区
              尾山台・奥沢地区
　             　玉川・野毛地区

600

敷地面積3,000m2以上 600

敷地面積1,000m2以上
　　　　　　3,000m2未満

600 700 1,000

敷地面積1,000m2未満

300 500 600

  600              n

教育施設 1,000

単位対策量（m3/ha）

対象施設

公共施設（以下の施設を除く）

鉄道又は高速道路施設 300

大規模民間施設（敷地面積500m2以上） 600

小規模民間施設（敷地面積500m2未満） 300

公園

1,000

  600              n

道路

私道 300
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図3.5 世田谷区の河川流域の位置図 
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（参考）600m3/ha の対策量について 

降雨継続時間並びに洪水到達時間は、ほとんどの場合 1 時間に満たないため、必要と

される流出抑制能力は1時間の容量に換算して用いる。そのため、600m3/haの対策量

は以下に示すように、時間 60 ミリの降雨の処理量に相当する。 

 

600m3/ha の対策量＝時間60 ミリの降雨の処理量に相当 

 

 

図3.6 600m3/ha の対策量のイメージ 

 

3.4.2 緑地等による対策量 

敷地内に設ける緑地等の対策量は、緑地等の面積にその単位対策量を乗じて対策量と

してカウントすることができる。（詳しくは P22 の 4.1.７ 緑地等の浸透量を参照。） 

 
3.4.3 施設対策量 

雨水貯留・浸透施設による対策量を施設対策量とする。 

 

3.4.4 設置対策量 

緑地等による対策量と施設対策量の合計を設置対策量とし、設置対策量は必要対策量

を満足しなければならない。 

 

 
 

600m3/haの対策と

は、10,000m2の敷地

に雨が降り、その雨水

の高さが 60㎜になる

ときの雨水分を浸透又

は貯留により対策する

ことです。 
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